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E完

夕立

所
得
の
分
配
と
累
進
税

汐

良E

見

第

序

E官

昭
和
十
六
年
度
強
算
を
見
る
と
、
庚
義
心
租
税
牧
入
は
約
四

十
二
億
五
千
二
百
寓
園
(
露
入
粧
品
市
郊
の
租
舵
枚
入
が
二
十
九
億
五
百

寓
岡
、
印
輯
牧
入
の
中
の
租
栂
股
入
が
一
億
八
百
寓
園
、
専
買
局
盆
金
が

一一一億
=
I
T
Z
R
百
高
固
)
(
歳
入
臨
時
都
の
臨
時
利
得
韓
が
七
億
八
千
四
百
周

特
別
法
人
耽
が
百
高
固
)
(
地
方
分
県
視
分
典
金
特
別
曾
計
白
地
租
管
業
枯

が
一
億
千
八
百
商
圏
)

の
多
曹
に
達
し
て
ゐ
る
。
そ
白
中
で
段
も

多
額
を
占
め
て
ゐ
る
の
は
所
得
税
で
あ
っ
て
、
狭
義
白
所
得
税

た
る
個
人
所
得
税
(
分
鋼
所
得
揖
と
綜
合
所
得
税
)
だ
貯
で
も
十
一

億
九
千
四
百
高
闘
を
示
し
て
ゐ
る
。

所
得
税
は
各
種
白
特
色
を
有
し
て
ゐ
る
が
、
累
進
税
率
を
採

所
得
の
分
配
と
累
準
暗

用
し
て
ゐ
る
事
も
共
の
著
し
き
も
の
で
あ
る
。
累
進
描
明
白
根
擁

に
つ
い
て
は
程
々
の
準
設
が
あ
る
が
、
大
所
得
L
小
所
得
と
の

負
捨
に
差
等
を
つ
け
所
得
の
分
配
主
調
整
す
る
作
用
を
有
す
る

事
が
認
め
ら
れ
る
白
で
あ
る
。
と
れ
累
進
析
が
所
得
の
分
配
と

密
接
左
る
閥
係
を
有
す
る
所
以
で
あ
る
。

以

F
、
大
正
十
四
年
度
と
昭
和
十
四
年
度
と
の
資
料
を
用
ひ

て
第
三
極
所
得
税
の
累
進
税
率
が
所
得
の
分
配
の
調
整

K
Eれ

程
ま
で
白
影
響
を
興
へ
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
し
た
い
。
特
に
大

正
十
四
年
度
と
昭
和
十
四
年
度
と
を
選
び
出
し
も
K

白
は
弐
の

う
の
理
由
に
基
く
。

一
つ
は
大
正
十
四
年
の
日
本
銀
行
卸
寅
物

債
指
数
は
二
六
七
・
八
に
し
て
昭
和
十
四
年
白
日
本
銀
行
卸
費

物
慣
指
数
二
七
七
・
五
と
殆
ん
ど
悶
じ
で
あ
つ
で
比
較
に
使
た

る
矯
め
で
あ
る
。
二
つ
に
は
大
正
十
四
年
度
の
所
得
金
額
が
最

も
大
背
く
翌
十
五
年
度
よ
り
所
得
金
額
が
減
均
一
一
し
て
ゐ
る
白

で
、
開
和
十
四
年
度
と
比
較
す
る
に
は
他
忙
油
営
の
年
度
が
見

っ
か
ら
友
か
う
た
か
ら
で
あ
る
。

;~~ 

所
得
税
法
の
改
正

第
完
十
二
巻

策
凹
蹴

ブし

間
八
九



所
得
白
分
配
主
呆
謹
軸

大
正
十
四
年
度
白
所
得
税
法
で
は
第
三
種
所
得
八
百
国
以
上

の
揚
合
に
は
、
二
十
一
白
階
段

(
八
宵
圏
、
八
百
園
超
過
千
固
以

下
、
千
固
超
過
千
五
百
間
以
下
、
千
五
百
圃
起
過
ご
千
園
以
下
、
二
千
閏

超
過
=
一
千
回
以
下
、
一
三
千
圃
超
過
瓦
干
間
以
下
、
主
干
閏
超
過
七
千
間
以

下
、
七
千
閏
超
過
一
高
岡
以
下
、

一
寓
固
超
過
一
寓
五
千
間
以
下
、

五
千
闘
超
過
二
高
間
以
下
、
ニ
高
岡
超
過
豆
寓
国
以
下
、
=
一
高
闘
超
過
五

高
間
以
下
、
五
高
間
超
過
七
高
間
以
下
、
七
寓
固
超
過
十
寓
園
以
下
、
十

寓
閏
超
過
二
十
高
間
以
下
、
二
十
高
固
超
過
五
ナ
高
間
以
下
、
五
十
寓
固

超
温
百
寓
闘
以
下
、
百
高
固
超
過
二
百
高
閲
以
下
、
二
百
高
岡
超
過
一
一
一
首

高
間
以
下
、
一
一
一
百
寓
聞
超
過
四
百
寓
園
以
下
、
四
百
寓
園
超
過
)
に
分
ち

最
低
百
分
の

0
・
五
最
高
百
分
の
三
十
六
の
超
過
額
累
進
税
率

で
課
税
亡
た
の
で
あ
る
。

昭
和
十
四
年
度
の
税
法
で
は
、
第
三
種
所
得
千
園
以
上
の
揚

合
に
は
、
二
卜
四
白
階
段

二
宵
圃
超
過
千
五
百
園
以
下
、
千
瓦
育
園
超
過
二
千
間
以
下
、
ニ
千
閏
超

(
千
問
、
千
固
超
過
千
二
百
間
以
下
、
千

温
三
千
回
以
下
、
=
一
千
圏
超
過
五
千
固
以
下
、
五
千
閏
超
過
七
千
園
以
下

七
千
圃
超
過
一
高
園
以
下
、
一
寓
圃
超
過
一
寓
五
千
間
以
下
、
一
高
五
千

閏
超
過
ご
高
固
以
下
、
ニ
高
固
超
過
一
一
一
高
闘
以
下
、
三
高
間
超
過
五
寓
園

以
下
、
王
高
岡
超
過
七
高
園
以
下
、
七
商
圏
超
過
十
寓
園
以
下
、
十
寓
圃 高

第
王
十
二
巻

第
凹
掛

四
九

O

九

超
過
十
五
高
園
以
下
、
十
五
高
岡
超
過
二
十
高
闘
以
下
、
二
十
高
固
超
過

=
一
十
寓
固
以
下
、
=
一
十
寓
固
超
過
五
十
高
間
以
下
、
五
4
寓
固
超
過
七
十

高
間
以
下
、
七
十
寓
圃
超
過
百
高
間
以
下
、
百
高
岡
超
過
ご
百
寓
園
以
下

二
百
高
固
超
過
一
一
一
首
高
閏
以
下
、
=
一
百
寓
圃
超
過
四
百
高
園
以
下
、
四
百

寓
圃
超
過
)
に
分
、
最
低
百
分
の
一
最
高
百
分
の
一
五
十
五
の
超
過

額
累
進
税
率
で
課
税
し
て
ゐ
る
。

大
正
十
四
年
度
の
八
百
園
、
八
百
園
超
過
千
国
以
下
の
二
階

段
と
昭
和
十
四
年
度
の
千
園
の
一
階
段
と
は
共
通
性
を
有
し
て

ゐ
た
い
か
ら
之
を
除
く
事
と

L
た
。
更
に
昭
和
十
四
年
度
D
階

政
は
大
正
十
四
年
度
に
北
し
細
分
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
比
較
す

る
矯
め
に
は
合
算
を
行
ム
必
要
む
あ
る
部
分
が
あ
る
。
前
者
の

千
国
超
過
千
一
一
百
国
以
下
と
千
一
一
百
国
超
過
千
五
百
園
以
干
と

を
合
し
て
後
者
の
千
関
超
描
千
五
百
国
以
下
と
し
、
前
者
D
十

高
園
超
過
十
五
寓
園
以
下
と
十
五
高
間
超
過
二
十
高
岡
以
下
と

を
合
し
て
後
者
の
十
寓
園
超
過
ご
十
高
闘
以
下
と
し
、
前
者
の

三
十
高
闘
超
過
コ
一
十
寓
園
以
下
と
三
十
高
間
超
過
五
十
高
閣
以

下
と
を
合
し
て
後
者
白
一
一
十
寓
国
超
過
五
十
高
岡
以
下
と
し
、

前
者
の
五
十
高
岡
超
過
七
十
寓
園
以
下
と
七
十
高
国
超
過
百
寓



国
以
下
と
を
合
し
て
後
者
の
五
十
寓
閏
超
過
育
寓
国
以
下
と
し

た
の
が
共
の
例
で
あ
る
。
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所
得
白
分
配
と
累
謹
揖

揮
五
十
二
巻

'" 九

第

所
得
金

額
と
所
得
税
制
明

か
〈
し
て
所
得
白
大
小

に
鷹
じ
十
九
階
段
に
分
ち

所
得
の
分
配
を
研
究
す
る

事
と
し
た
の
で
あ
る
。
各

所
得
階
段
別
に
「
所
得
金

額
L

と
「
所
得
税
額
」
と

所
得
金
額
よ
り
所
得
税
額

を
整
引
き
た
る
「
残
額
」
と

を
計
算
し
大
医
十
四
年
度

と
昭
和
十
四
年
度
と
の
数

中
山
，

E
比
較
す
る
と
上
掲
白

結
果
を
得
る
の
で
あ
る
。

(
草
位
千
間
)

第
三
種
所
得
税
が
累
進

第
四
競

大4



所
得
白
分
配
と
果
話
輯

税
で
あ
る
震
め
に
階
段
を
加
へ
る
毎
に
税
額
が
大
と
な
っ
て
ゐ

る
。
従
っ
て
最
初
心
所
得
白
分
配
と
税
引
き
の
所
得
の
分
配
と

は
金
〈
臭
っ
た
相
貌
を
一
市
し
て
ゐ
る
。

第
四

所
得
の
分
配
の
幾
化

所
得
の
分
配
白
竣
化
を
知
る
鴻
め
に
次
空
一
一
つ
心

T
絞
を
と

っ
た
。
第
一
に
綿
所
得
金
額
を
一

O
O
と
し
共
れ
が
各
所
得
階

段
に
如
何
に
分
布
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
比
率
で
明
か
に
し
た
。

第
二
に
累
進
税
率
が
現
賞
に
如
何
に
遡
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を

各
所
得
階
段
に
つ
き
算
定
し
た
。
口
恥
後
に
第
三
種
所
得
税
を
納

付
し
た
残
相
酬
の
所
得
が
如
何
な
る
分
配
蹴
態
に
な
っ
て
ゐ
る
か

を
一
不
ナ
鶴
め
に
残
徐
所
得
総
額
主
一

O
O
と
し
共
れ
が
各
所
得

階
段
に
如
何
に
分
布
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
比
率
で
現
は
し
た
の
一

で
あ
る
、
突
の
如
〈
で
あ
る
。

所
得
金
舗
に
つ
い
て
云
へ
ば
大
正
十
四
年
肢
が
専
ら
小
所
得

階
段
に
集
中
し
て
ゐ
る
に
反
し
附
和
十
四
年
度
は
や
ふ
大
中
所

得
に
移
行
し
て
ゐ
る
形
を
と
っ
て
ゐ
る
。
然
る
に
甲
車
抽
出
税
率
の

上
り
方
は
犬
正

f
四
年
度
よ
り
昭
和
十
四
年
度
白
方
が
念
カ
1

第
五
十
二
巻

第
四
腕

九
U9 

叫

tL 
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所
得
分
配
の
般
況
が
類
似
し
て
来
て
ゐ
る
。
向
ほ
本
去
に
於
て

フ
を

聾
い

亡

ゐ
c， 
il> 

め
U亡

税会

}士
額
tz: 

於
て

は
犬

iF 
十

l周
年

度
と

日召
和

十
四

年
度

t 
(D 



は
課
税
前
も
課
税
後
も
同
じ
所
得
階
段
に
局
し
て
ゐ
る
も
白
と

し
て
所
得
の
分
配
を
研
究
し
た
り
で
あ
る
が
、
真
相
は
そ
う
で

は
な
い
。
即
ち
所
得
白
歩
一
な
か
ら
ざ
る
部
分
は
課
税
に
よ
り
本

来
の
所
得
階
段
よ
り
脆
落
し
少
額
白
所
得
階
段
に
移
行
す
る
の

で
あ
る
。
も
し
此
白
鞘
に
闘
す
る
詳
細
在
る
数
字
が
得
ら
れ
る

と
税
引
き
残
額
に
於
て
犬
正
十
四
年
度
と
昭
和
十
四
年
度
と
の

所
得
D
分
配
の
類
似
結
は
一
厨
強
〈
在
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
五

累
進
税
率
の
所
得
分
配
調
整

所
得
D
分
配
を
パ
レ
ト
線
で
計
算
す
る
と
、

a
は
大
厄
十
四

年
度
に
了
七
一
同
一
で
あ
り
昭
和
十
四
年
度
に
了
五
九
一
二
七

と
在
っ
て
ゐ
る
。
シ
ン
プ
ソ
ン
式
白
方
を
算
定
す
る
と
、
大
正

十
四
年
度
に

0
・
九
二

O
六
で
あ
り
昭
和
十
四
年
度
に
一

四
=
一
五
で
あ
る
。
然
し
己
れ
は
第
三
種
所
得
税
を
課
税
す
る
ま

で
の
所
得
分
配
で
あ
る
。
第
三
種
所
得
税
を
課
役
し
た
後
U
所

得
分
間
に
五
つ
て
は
、
昭
和
十
四
年
度
の
累
進
枕
牽
が
犬
正
十

四
年
度
の
累
進
税
牽
よ
り
も
強
く
響
い
て
ゐ
る
か
ら
、
課
税
前

と
は
全
く
違
っ
た
形
を
示
し
て
ゐ
る
心
で
あ
る
。
た
だ
資
料
の

不
足
か
ら
課
税
後
色
。
ハ
レ

1
線
白

a
又
は
シ
ン
プ
ソ
ン
式
的
考

所
得
の
分
配
と
累
誰
韓

を
計
算
し
得
左
い
白
は
遺
憾
で
あ
る
コ

思
ふ
に
所
得
分
配
の
問
題
は
関
連
す
る
所
が
旗
〈
四
早
に
粧
消

的
僚
件
の
み
友
ら
や
共
の
時
代
に
存
ず
る
経
済
外
的
保
件
を
も

取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
慨
に
経
済
的
保
件
の
み
に
限
定
し

O 

て
も
所
得
分
配
に
は
質
的
な
問
題
が
存
L
草
友
る
裁
量
白
加
算

的
な
問
題
と
宥
倣
す
を
得
た
い
白
で
あ
る
刊
誌
に
は
所
得
分
配

を
単
に
加
算
的
の
も
の
圭
し
、
所
得
の
分
配
を
累
進
税
率
が
相

首
程
度
ま
で
調
整
す
る
力
の
あ
る
事
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

× 

× 

'" 

大
正
十
四
年
度
と
昭
和
十
四
年
度
と
白
第
三
種
所
得
税
は
上

辺
白
税
準
。
外
に
種
々
心
経
化
が
見
受
け
ら
れ
る
。
配
営
所
得

の
控
除
が
四
割
と
一
一
割
と
異
っ
て
ゐ
る
事

E
始
め
山
林
所
得
の

課
税
方
法
と
か
勤
努
所
得
娯
除
と
か
扶
養
家
族
控
除
と
か
若
干

の
同
盟
化
が
あ
り
巌
者
友
る
意
味
の
比
較
は
之
を
試
み
る
事
が
山
間

来
一
泣
い
。
然
し
大
惜
の
結
論
に
は
競
り
が
無
い
容
で
あ
る
。
向

ほ
昭
和
十
五
年
度
の
税
制
の
根
本
的
改
革
の
結
某
止
し
て
所
得

枕
が
所
得
分
配
を
調
整
す
る
作
刷
を
一
居
強
〈
護
掠
し
て
ゐ
る

.
詳
で
る
る
が
資
料
の
闘
係
か
ら
会
〈
鯛
れ
た
い
で
置
〈
。

第
五
十
二
巻

第
四
臨

九
五

回九一一一

捌著、改訂閥民所得白分配[70-171頁
拙著、改訂閤民所得の分配'3頁

，) 
2) 




